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フサーーム検地の場合

佐　藤　次　高

ま　え　が　き

　マムルーク親時代（嗣麟648／藤踏1250～922／1517年）には「フサーム倹地」（a1－raw｝〈

．a1－htis護in1，　697　二舞三：施；ぞテ），　　「ナー・スィノレ捗ミ3選！」　（al－raxvk二al－ll言＄＿iy璽，　7i3～725　《三方躯そ矛）

と睡は：れる2距1の全国的な検地が実施された。10世糸己半ば以降のイスラム社会は1軍人階

級の三頭とそれに伴う軍事イクター（iq頃う制の発展によって特徴づけられる。軍人に

対し，軍務の代償として一一定地域内の徴税権を賦与するこのイクター翻はイラクのブワ

イ朝に始まる。それはセルジューク朝を経て，エジプトのアイ＝ta　一一ブ遡に導入され，さ
　　　　　　　’
らに次のマムルーク朝において一隠の発獲をみ，そこにおける墓門的な国家丁度となっ

たのである。したがって検地施行に際して政府が当面した問題も，このようなイクター

制に内在する矛窟をいかにして解決するかということに他ならなかった。

　マムルーク朝社会において，両倹地の持つ意味の重要性llまこれまでkびたび指摘され

てはいるが，その研究は十分とは君い難く，A．　N．　Poliak以来さしたる進歩は箆られ

ないようである1）。しかも，　Poliakの研究は検地の個々の結果を指摘するに止まり，

原賑・実態・結果にかんする体系豹な寵述には及んでいない。そのうえ，フサーム・ナ

ースdルの両検地が無差別的に扱われている。両者を別個にチ｝栃することによって，マ

ムルーク朝麟家の変質過程をより明確に把握することが出来るのではなかろうか。本稿

の羅的は，以上のような問題を考慮しながら，マムノレーク朝における検堆論／亨説として，

フar　一ム検地を体系的に重灸討し，さらにそれからナースィル検地へ続く間の岡題点を抽

旗することにある。なお，アラビア語の転写法と行論のための史料は次の通りである。

　’，1），乞，th，　i，1），　kh，　d，　clh，　r，　z，　s，　s｝，＄，弓，｛，4，‘，9難，　f，（1，　k，1，　m，　n，　h，

　ixr，　y，

　ta’marb環aと語頭のhamzaは霧曙し，定冠詞は常にal一と転零する。
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ibn　lyas　：　Bacla’i‘　al－ZuhUr，　vel．　1－3，　Bglaq，　1893　iLii！

vol．4，　a1－Qahira，1960年

Ibn　Taghribirdl　：　al－rs4Tujtlim　al－Ztihira，　12　vols．，　a1一Qahira，

1929～56　壬ド

al－Suyati　；　Busn　al－Mul］adara　fl　A’　khbar　Misr　wa　al－Qahira．

al－Qahira，1219　H．年

1

　エジプトでは，イスラム時代初期からマムルーク朝に至るまで，．数回にわたって全困

的な土地測最が実施されたようであるが鷲），その検討は別の機会にゆずり，ここでは　

切扱わないことにする。マルムーク朝が成立してから，697（爾騨298）年にフサーム検

地が施行されるまでのおよそ半世紀間に，帝国の版図内（X・ジプ1・　・シリア・ヒジャーズ

地：方）では，軍務庁（dlwan　a1－jaysh）によって3年毎に税務調査（kashf）が行われ，

また必要に応じて，随時非統一的な土地測量が実施されていた。そこでフサーム検地の

実態を記述するに先立って，検地の本質をより明確に把握するために，まずこの税務調
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査と土地測量の性格を考えてみることにしたい。

　軍務庁は3年忌の税務調査によって，登録された軍人の支配地域（nahiya）の名称，

家畜の保有数および彼らの徴税状態を確認する義務があり，この調査のために税務調査

窟（kashif）が各地に派遺された3）。マムルーク朝時代の税務調査宵には，通常40人長

（amir　al－tablal〈hana）4）が当てられる。彼らはスルタンBarqitq（在位784～791年）

のとき，上・下エジプトに代田（n癒’童b）が置かれるまでは，大ワーり一（w畳ll　aLwula）

と呼ばれ，地方の最高行政責任毒であった5）。史料に散見する税務調査（kashf）の罵

例6）を検討してみると，調査官は前述したように，管轄区域内におけるイクター収入の

調査を行なっていたことが知られるが，それは現にイクター保有者が徴記している税額

の調査であって，課税の基礎となる土地測量（qiyお）の意味は含んでいない。663年

Qaysariyaを征服した後，スルタン　Baybars（在位658～676年）は　rQaysariya

地方のkashfとその税収高（mutabarl§il）の〔文書〕作壌を命じた」7）のであるが，

この時のkashfも以上のような性格の税務調査であったと考えてよいであろう。また

Baybars，　QalawUn（在位678～689年）によって順次十字軍から解放されていった

Tarabrklus，　Batran，‘Akka等のシリア諸都市についても，　Qaysariyaと同様な税務

調査が突施され，そこからの税駁高の確認が行われたものとみて誤りないであろう。

　スルタンNa串ir（在位693～694，698～708，709～741年）の治世を頂点として，マ

ムルーク朝前半には，二二土手（jisr），灌概池（hawの，運河（kha11j）等の建設・整

備による土地の開墾が積極的に行われS），そうした新灌概地をイクターとして軍人に賦

与するために土地測量が施行された。しかしながら，これらの新灌概地の土地測量ある

いは筋に検討した税務調査は，いずれも政府が従来のイクター一翻を中心とする土地所有

関係に内在する矛盾を認識して，それを解決する難1的からii建施したものではなく，それ

は蟻に調査・測量後に確認された税収入を政府分に編入するか，あるいは配下の軍人に

イクターとして授与するためのものであったQこの点，以下に検討するフ■f　一一ム検地と

はその姓格をまったく異にすると言えるであろう。

　次にフサーム検地の実態を可能な限り具体約に明らかにしてみたい。検地の際には土

地台帳その他の文書が実際に作成されたことは確かであるが，残念ながら，今βではそ

れらの文書は直接にはもちろん，間接的にも（当時の歴史家の著書に転載された形でも）

見ることが出来ない。我々が利用出来るのは，Abit　a三一飛da’（672～732年），醤Uwa｝噴

（697～732年），Maqrlzi（766～845年）らの，検地と同時代あるいはそれ以後の歴史

家が検地について述べた記事にすぎない。従ってこれらの史料の比較検討によって，事
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実として鰐が実施されたかを抽出する以外に，拠るべき方法はないわけである。

　スルタンに就任した年の翌697年，aLMalik　a1－Maa§西翠目語m　al．D璋L獅貸

は財務賞（mustaw髭a1－dawla）の側壁aLD1n　aLτaw蓑に健されて，　xジプトの

検地に着手した9）。この検地は後世「Lal沁は勝禾構，彼による我らの国土の検．地は有

名なり　jiO）と詩に歌われている。その閥始時期については，（1）697年5月6R，（2）697

年5月16N，（3）697年12，月の3i説がある。　（1）はlbn至y設s（1．　P．137），　聾u鋒恥

（VI玉茎，　P．90），（2）はSu懲kσ，　P．743），　Zetterst6en（P．！5），（3）はNalum（V王II，

p．92）の伝えるところであるが，これらのうち王bn王頭sは15世紀後半に活躍した歴

史家であり，しかも彼の年代記の記述は，スルタンQait　Bay（在．泣873～go1無蕊）以

後非常に詳細になるが，それ以前の記載は他の史料の引罵であること11），および（1），㈲

の説を伝えるNu麺箕の／乍養Ibn　Taghrlbird1も15批紀の歴史家であることから，そ

れらの記事は決定酌な決め手となりにくい。したがって比較的フサーム検地に近い時代

の爾藩が伝える（2）の697年5月16臓（1298年3月1臼）説を採っておくのが無難であろ

う。この検地が終了した時期にかんしてはSulCtkに「7月8111　｝：終了したlllL’）とある

だけで，他の史料にはその記述はみら彦τない。このSuKlkの記寒によれぽ，フサーム

検地は52礒問という短期間のうちに実施されたことになるが，その理由は，次に検地の

方法を検討することによって明らかにされるであろう。

　験地の丁丁蕊については，S掘負kに「彼（スルタンljus盃m）は，エジプトの検地に

al－ainir　Badr　a1－Dln　Baylik　a王一F盆s至al一耳颪ajib　と　aLBari毒の名で知られる

a至一a：掘rBaha，　al－Dln　Qa慮qash　a1多ahiriを任命したっそしてこの業務にはすべて

の潔記（1｛atlb）が動員され，その中には財務官の　T2j　a｝一Din　‘Abd　a三R繊mゑ縦

al－Taw一！1が含まれていた。コプト人の新教宗者であった彼は，「書記の知識と技術の権

威であり，彼の雷には儒穎が置かれ，顧問役を務めていた。アミールらは書記と沓地方の

県知事（wula，　w最11のP1．）を伴って，5，月16臼に検地に赴いた」13）とあるように，2

人のアミール，Badr　a1－Dln　Bayllk　al－F言rsiとBaha’al－Din　QartiqUsh　aレ舞hir童

がその責任煮に任ぜられ，彼らは書記（katib）と各地方の県知事（w臨）を伴って検

地に赴いたのである。つまり，この検地は2人のアミールの指揮の下に，地方行政組織

を利堕して一斉に隙台されたのであり，調査が短期閣のうちに終了した1つの理注iは，こ

うした施行方法にあったものと推察される。検地を施行するに当って重要な役割を演じ

たのは県知事で，彼はmutawalliと覇乎ぼれ，管轄区域内の政治支配権を持ち，また灌

概のための入夫の徴発権を有し，岡時に当該地域の耕作状況その他を政府に報告する義
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務をも負っていた14）。

　フサーム検地が対象にしたのは，マムルーク朝支配下のエジプト（Mi§r）であるが，

史料によってその衷現の佳方が異なる。それらをまとめてみると，（1）xジプトの諸地方

（al－b圭lad　al－mi＄riyaあるいはaraφi　misr）15＞，（2）軍人のイクター（iq‡a‘atあるい

はak：hbaz）16）の2つに分類される。このような宮町をもたらした理由を説明するため

には，フサーム検地以前の土地所有のあり方を考慮しなけれぽならない。当時エジプト

全土は，およそ次のように分割されていた。すなわち，

　　÷　ス…噸

　　IO
　　”IUM　アミールのイクター

　　葺麹ムルー・魁団（・」・・d・・1－h・lq・）のイクター…

　このぽかに私有地（milk），および宗教酌機関に属するワクフ（waqf）もむろん存在

したのであるが，マムルーク朝初期のエジブi・においては，これらの土地所有形態の比

率は小さく1s），　Qalqashandiも＄u恥において「上・下エジプトの大半は，少数の

waqfを除いては政府官庁（al－dawaxvin　a王一sul垣niya）の管；理下，およびアミール

とそれ以外の兵士のiq貢の’・i，iに入っていた」と述べているig）。結局，上の数字からも

知られるように，エジプトのほぼ6分頃5は軍人に与えられるイクターだったのであ

り，従ってイクターを検地することは，エジプト全土を検地することと同じ意味を持っ

ていた。このようなエジブFの土地飯有のあり方が（1），（2）の記述の彬違をもたらしたに

違いない。後述するように，スルタン耳usamはその治世中に，以前非合法的にwaqf

あるいはmilkとされていた土地をもとに戻す施策を積極的に実施しているので，この

フサーム検地の際にも，非合法的なwaqfあるいはmi正kにかんする調査が蓋然行わ

れたと考えられるが，金体的にはそれは殆んど問題にならなかったのである。

　次に具体的な調査内容について述べてみよう。ただこの検地にかんしては，次のナー

スフィル検地に比べて極く限られた記事しか伝えられていないので，多くの事実を知る

ことは不可能である。まずIbn　Iyasには「これ（フサーム検地）を提唱したのはT萄

ai－Tawilと呼ばれる1入の嘗吏（mubashir）であり，村（balad）の地積数（mis誌a）

とその名称にかんする文書（qaw盈’im，　q凌’imaのpL）の俘成が始められt」　」　L’e）とあ

り，これによればフサーム検地では「各村毎に地積数の調査」が実施されたことにな

る。またNujitntには，「財務官のTaj　ai－Tawllは，全官庁（dlwゑn）にa田1rと

jund（兵±）の呈qぼの税収高（‘ibra）21）と村の法（qanan　al－bilad）にかんする文
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書（awr盃q）の作成を指示した：JL’t＞とあって，「イクターの税収蕎の調査」が行われたこ

とになっている。両百事の表現には若干の相違が認められるが，当時のイクターからの

税奴入（‘lbra）は，実際の流通貨幣の単位とは当塾なるdinar　jayshiによって表示さ

れたことから，Ibn　Iyasの記事のイクターに当てられていた「村の地積数の調査」も，

Nu麺mの記事が伝えるように，そのイクターの‘ibraを知るために実施されたことは

明らかである。要するに，各村毎に土地測量を実施してその耕地面積を知り，そこから

の税収高の確認が行われたのである。

　では，この時同時に交書にまとめられた村の法（qanan　a1－bi鍛d）とは具体lii勺にどの

ような内容のものであろうか。後に述べるように，マムルーク朝時代には，上級のアミ

ールが下級兵士のイク六一を自らの事務所（diw2n　al－amlr）の管理下に入れ，それを

保護管理することにより一定の収入を得るという保護権（bimaya）が存在していたf13）。

アミre一一ルらはこの保護権を利寓して，配下にある兵±のイクターを収奪したために，そ

れに対する不満が下級兵士の聞に高まっていた。このような事情のもとに実施されたこ

の検地によって，保護下のイクターは，アミールのdlw2nの管理外に置かれるように

なった，つまり保護権は廃止されるに至ったのであるe4）。　Nu担mの記事に見られた

「村の法」とは，この保護権廃止にかんする規定がその中心をなすと考えて間違いない

であろう。

　こうして，各地で作成された検地文書は中央政府に集められ，ここで土地の分配比が定

められた。それについてKhita㌻には「スルタンはこの検地で，　am1rとjund（兵士）に

対して・1…奴蕃）を配分し・ql・・t（924）を浜・：＝を縦に採肌てそ皮らに

それ（iqr・・）を与え・ためのもの・した．その後スル・・は1唾奴葺）にかんし

て・m・・と1・廟醗凹田め・・q…《÷）を・・q…の猟・・平な閉め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
に・その輸腰乱している軍人lr返した」25’とある・要するに・エジプトの一頭一はア

・一揃の塒癖人に舗餌取蜥翻曝人・す楠ちm・mi・k　｛1・対する

イクター分と定めらSakのである・ここに言己されていない勘の去は鹸翻前絞

りなく，スルタン領として配分されたのであろう。　Ibn　Iyasはrスルタンには13
・1・・t峨された」・6・と述べてL・・るが，・濾K・lt・tの講・こおけるス・・タ瀬÷

漸増の働の菱を席貸字である・つまり…融を幅とする甑へのイ・

タ・一授与はスルタンの直轄地によってなされたわけである。

　ところが，このエジプトの領土配分については，Nu挿拠に2種類の別の記事が伝え
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られている。その第1は，amirとjundに対して11　qir2tを分配した後，その1・｝・1か

ら1qiratをイクター収入の少ない兵士に与えたのであるが，その時スルタン耳us2m

と翻スルタン（na’ib　a1－sultan）であるManka£imurが殺害されたとする記事であ

る27）。第2は，amirとjundに対して14　qIrat，スルタンに対して4q至rat，そして

イクター収入の少ない兵士に2qir恥を配分した時，スルタンが殺害されたとする記

鄭である28）。しかしながら，エジプト金土の領土配分が決定され，イクター授与文書

（mithal）が発行され始めたのは697年7月であり，スルタン耳usamとMankgtimur’

が相前後して殺害されたのは698年にはいってからである，とするのが正しいと思われ

る29）。とすれぽ，スルタンが土地の分配比を決定する途中で殺されるはずはないから，

Nujam所収のこの2つの記事は，いずれも事実の前後関係を混同して伝えていると考

えられる。以上のことから，結局，フサーム検地によるエジプトの領土配分は次のよう

に決定されたと結論される。すなわち，

　　葺ス・・タ瀬…（・のうち影面兵（…lak）のための・・ター）

　　号ア・一・・および非マム・レー・騎鋼の…一

　　毒イ・タ叙入の少な暉人の働の蹴地

　このように，政府によって，各地から圏収された検地文書が検討され，その結果土地

分配比が決定されると，続いて各軍人に対してイクター授与文書が与えられたのである

が，その分析は後にまわし，次に当時のマムルーク朝社会におけるイクター制のあり方

を検討することによって，以上のような検地を実施するに至った原因あるいはその施行

の細裂について考えてみることにしたい。

　＝・ジブト・シリアを中心とする西方イスラム世界にイクター制が導入されて以来，ス

ルタンーイクター保有者一農畏の関係が国家の基本的な関係となり，イクター保有春

（muqta‘）である軍人にとって，より多くのイクタ～を獲得することは，それだけ彼ら

の経済的基盤の強化と政治権力の伸長とにつながることを意味するようになっていた。

そこでフサーム検地の原因を明らかにする前提として，まずマムルーク朝のイクター制

について簡単に述べることにしたい○
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　マムルーク朝時代の土地所有形態は大きく，al－1〈h匿§§撮一S磁界簸込ra（スルタン領），

rizaq（恩賞地）31），　mi圭k（私有地），　waqf（宗教的機関への寄進地）およびiq壊‘の

5種に分類され，そのうち，マムルーク朝前半においては，前述したように，スルタン

直属のマムルークに授与されるスルタン領も含めて，muqta‘の保有するイクターが最

大の部分を占めていた。このイクタ・一一を授与されたのは，アミール，マムルーク，非マ

ムルーク騎±らのマムルーク朝の正規軍を形成する軍人のほか，その数は少ないなが

ら，遊牧民あるいは倉入からイクターを買い取った商入牢であった。ちなみに，官吏に

対してはイクターは与えられず，俸給が支給されていたようである。また，アミールに

所属するマムルークは，主人のアミールがもつイクター収入の3分の2を与えられる

のを原羅としていたから，直接スルタンからイクターを授与されることはなかっte32）。

このように，イクターからの奴入を主要な財源とする軍人にとって，授与されるイクタ

ーの大小は彼らの最大の利害問題であり，そのためにイクターをめぐる軍人の争いが頻

繁に発生していた。今，その二，三を例示すれぽ，まずSt磁kの7G6年の記事に，「2人の

アミール‘llm　a1－D短San3ar　a1－BarawaniとSa．yf　a1－D鎗a！一Tash！agiとの間が，

i購a‘にかんする2人の権力争いから険悪になった」とある33）。‘11m　al－Dinはスルタ

γN護§irと対立したアミールBaybars配下の軍人であり，　Sayf　a1－DinはN細r

鮒についたアミールSallar配下の軍人であるので，両派の政治権力争いとからんで，

このイク隅一をめぐる紛争が発生したものと考えられる。またSu15kの713年の条に

は，その境界をめぐるイクターの争いのたあに，2人のアミール‘lzz　a1－Din　Aybak

al．RgmlとRukn　al－Din　Baybarsが逮捕されたことを述べた記事がある34）。さらに，

Sulakの698年の条にも，アミールらが「iq垣‘の獲得にどん歓になっていた」とい

う記事があることから3s），697年の検地以前にも岡様な紛争は多数発生していたものと

考えられるDこのように，イクターにかんする権利争いは，必然醜に上級のアミール

が一般の兵士のイクターを保護下に入れるという結果をもたらしたのである。課護権

（him2ya）の発生である。

　イクター　Si－ISに附随したこの13i雌yaについて，　A．　N．　Po玉iakは「都市に詠む小領

主がその封土から零れているために，彼らの封土はより権力の差動・入間の保護下に．置か

れるようになり，撮護者は，曇疑および被保護憲から徴収される報酬によってその封土

を経鴬したjと述べている36）。しかし，Su1誼の698年の望事に「エジプトにおいて，

aLburjiya（スルタンQa簸w漁ユの創設したマムルーーク軍）の勢力が強大になり，彼ら

の下に多くの難may翫（bim癒yaのp1．）が集まるようになって，人々はしぼしば
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彼らの下に幽向いて行った」3？）とあることから知られるように，イクター課有考が権：か

を拡大してゆく1つの方法としてhimayaの集中が行なわれたのである。こうした

1］imayaに附随する政治的性格や前に述べたイクターをめぐる軍人間の紛争などを考慮

すれば，！］imaya発生の問題を，　Poliakが述べるように，単に不在領主の存在から説

くだけでは不十分なことは明らかであろう。つまり，bimayaはそれを与える預1にとっ

ても積極的な意義を持っていたのであり，それを与えられるイクター保有者の利益から

のみ発生したとは考えられない。

　ところで，710年目死んだアミールのSa11激について，　Su漁kに「彼の下に，彼の

私有地の儲地区（ujar　am猿kihi）として毎環1，000　dinきr　iini§r玉ya（エジプト金貨）

が，また彼のiq纂‘飢，徴税請負（clalllti！1at）およびhim2yatから補助的に毎阻00，

OOO　ditham一それは当時，5，000　dinar　mi頭ya　以上であった一が入ってきてい

た」38）と述べられていることから，イクター保有や徴税講負による駁入と艶んで，

転im盗yaがアミールの一財源になっていたことが知られる。

　では，アミールは保護国に入れたイクターを突際にはどのようにして管理したのであ

ろうか。Khitatには「アミールらは兵士の圭q頃‘から多くのものを取り，兵士にはあ

まり与えていなかった。この圭qt農‘はアミールの事務駈（daw㌫vin　al－umar護’）の管

理下に入れられ，そこで略奪者を避けたのであるが，紛争が持上り，混乱が発生してい

た」39）とあり，Sulakにも「兵士たちは，アミールが彼らに対してアミールのdiw護n

から多くを与えなかったために，被害を被っており，lq垣‘はすべての不正や略奪の

原因であるアミールの保護下に置かれていた」40）とある。つまり，イクターを保護下に

入れるということは，具体的には，それをアミールのdiwinの管理下に置くことだっ

たのである。しかし，そうすることによって，外部からの権利侵害は防げたが，逆にそ

のイクターは，傑護看そのものから収奪される結果となり，そこに様々な紛争が発生し

たのである。このことは，保護関係の威：立が，アミールと兵士との間に，軍隊内部の身

分関係をこえk，支配・被支配の関係をもたらしたことを意味する。イクター制の基本

理念は，スルタンが軍人にイクターを賦与することによって，軍隊を組織化することに

ある。しかしながらこの保護関係が，軍隊の組織化に格反する支配・被支配の関係を軍

人間にもたらしたとすれば，もはや恥ねayaがイクター制の存続とは相容れない性格

を持つに至っていたことは明らかであろう。

　フサーム検地施行の背後には，以上のようなイクターの状況が存在したのであるが，

時のスルタγ輩usa撮の施政について，　Su薫kに「Lajin（Hus我m）は非合法的に奪
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われていた私有地をもとの所有者に返電した。その1・・｛・1には，〔スルタン〕al－Malik　al一

舞hlr（在位658～676年）の，彼の子供に対するwaqfであったダマスクスのDumayr

村がある。また彼は‘lzz　al－Dln　b．　Qalanslに，彼がQalawaR　の時代にi奪瑳つれて

いた財魂（m灘）を返却した」41）とあるように，イクター保有権をも含めて，非合法的に

移されていた所有権をもとの所有薪へ返還する施策を積極的に実施している。このよう

なスルタン理uasmの金般的な施政の方針からすると，フサーム検地の直接的な理由1ま

尊im2yaに基づく上級軍人であるアミールと下級軍人との間の紛争であった。従ってそ

の施行の巨1的は，こうした紛争の根源であるhimayaを廃止し，保護下にあったイク

ターをもとのイクター保有者（muqta‘）に帰し，スルタ＝／が欝愛：機構を通じてmuqta‘

を保護するという，イクター｛倒本来のあり方に戻すことであったと考えられる。またフ

サーム検地の最高責任者であったMank韻murについて，「スルタンの代理人である

a1－am董r　Mankltiniuxには，エジプト。シリアのアミールの鷹力が重くのしかかって

いた。そこで彼は彼らを排除し，自らの意志によって支配するために，彼らに代ってス

ルタンのmamlitk〔の地位〕を引き上げようとした」4L）というSu1Ukの詑覇：がよく慶

しているように，検地当時すでに，マムルークをスルタン権力の塵藻的基礎にしょうと

する支醗姦の意識が存在したことに注意しなければならない。このことと前述した実態

の分析から，検地を施行するに当って，政府側にはイクタ一台の増大を計り，さらにマ

ムルークへのイクター授与のために，スルタン領を大幅に増加させようという意図があ

ったことは容易に推察されるであろう。しかもこのことは，イクター保有考であるアミ

ールが，麺lm的aの集中を主な手段として，政府に対立する勢力となりつつあったこと

と裏腹の関係にあったのである。

　では，検地の結果，政府は当藤する課題を完全に解決しえたのであろうか。この章で

はこの結果を分析することによって，検地の成果を検討し，併せて次のナースィル検地

に続く聞題点を指摘してみたい。政府は各地から収集した検地文書を検討して，土地の

分配比を決定すると，続いて軍入に遍し，a面r，　muqaddam　a恥aiqa（非マムルーク

騎士団憂），ajn2d　a恥a玉qa（非マムルーク騎士）の順にイクター授与文書（mith灘）

の分配を開始した43）。その分配の原則は，検地施行の原鋼から蹉に明らかなように，

「iq貫　をもとの所有者に褒し，それらをすべてアミールのdiwanの管理外に置くこ
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と」44）であった。これによって，フサーム検地は，1］imaya廃止という点で1ま所期の｝罫

約に沿って実：施されたことが確認されるが，次にこのイクター授与文書の分配の仕方，

あるいはその内容について考’えてみることにしたい。

　Khi‡atの臼・ル＝系三E朝の軍隊とその形態および習慣の話」と題する章の申で，

al－Maqrlzl　iifま「彼（スルタン）は軍務庁の長富（磁多ir　al－jaysh）に彼（兵ti二）のた

めの文書の作成を命ずる。そこで長官はガ某々の土地の方響（hayz）はかくの如くで

ある』と鎌証したmitha1と呼ばれる簡潔で美しい〔交章〕を書き，さらにその上部

に，彼の居焦地区名を響いてそれをスルタンに提列する。スルタンはそれに自筆で暑零

し，侍従（hajib）がそれを指定された兵士に授与する。かくして兵士は土地（ard）

を受取る」45）と述べている。これによれぽ，軍務庁で作成されるイクター一授与文書

（rnithal）には，授与されるイク帰一の範闘とイクター際有者の魁住地区の名前が門門

され，それにスルタンの署名がなされたことが知られる46）。また検地後，スルタン

耳usamがアミールおよび軍司令官（muqaddam）らに対するmithalの分配を行な

った時，その税収轟（‘ibra）が小さいために彼らの顔色が変った，と述べた承事47）があ

るので，mith烈にはイクターからの駁入高が表記されていたことも間違いないであろ

う。兵士がこのような形式のmithalをスルタンから授与されることによって，スルタ

ンとイクター保有者との直接醗結びつきが再び確認されたわけである。

　ところで，フサーム検地後に授与されたmithalについて，　SulUkに「7月8日，検

地が終了するとamirに対するmithalが分配され，9Elにはmuqaddam　al一翠alqa

に対するmitha1が，そして10日にはajnad　al－1）alqaに対するmitha1が分配さ

れた。村々は，スルタンに属する入頭税（jawali）と後継者のない世襲地（al－mawar五th

．a恥ashar至ya），およびiq㌻a‘に属する恩賞地（al－rizaq　al－ahbasiya）を除いて，残

りなくamirおよびjund（兵士）に分配された」48）とあることから知られるように，

政府に属するjawa玉i，　al－mawarith　al一｝）asharlya，およびwaqfに近い性格を持っ

た　a1－rizaq　al－a皐b言siya　は，イクターとして授与されなかったのである。　‘Ali

Ibr2him耳asa難は「パフリー・マムルーク朝時研究」において，　「この検地で，土地

はすべて「アミールや兵士にイクターとして与えられた。ただ，jawきliとal－

maw含rith　al－baskarlyaだけが除外された押）と述べているが，上に引いた史料から

al－rizaq　a1－a恥as1yaもイクター以外の範鋳に入れるべきであると思われる。

　さて，この時行なわれたmith譲分配の結果については，　SulUl（に「そのイクター

収入（‘ibra）が小さいために，彼ら（軍入達）の顔色が変ったのが分った」50）とあり，
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NujGmにも「彼ら（軍人達）はそれを受取ったカ～，それに満足しなかった。〔それに〕

不満なアミールらのうちの主だった者の1人がスルタンのもとに行き，iqta‘の‘ibra

の増大を要求した」51）とある。これらの記事が端的に示しているように，殆んどすべ

ての軍人が，その内容に不満だったことは明らかであるが，ではどの程度彼らの収

入は減少したのであろうか。次のSulakの697年の記事は，大まかな数字ではある

が，当時のイクター収入の変化をよく示している。「1qぼ〔の収入〕は　aLM麗§ar

Qa12wan時代（678～689年）以来減少しており，かってその最少は10，000　dlrham，

その最高は30，000d圭rhamを越えていたが，〔やがて〕その最高が20，◎OO　dirhamに

達するだけとなった。そしてこのrawk（フサーム検地）では，　iq㌻ゑ‘の最高が10，0001

dirhamとされ，これが兵士たち　（ajnad）を圧迫した。」5z）つまり，これによれば，

10，◎00dirhamから30，000　d圭rhainの間にあった兵士（jund）の‘ibraがやがて

20，000　dirham以下となり，さらにそれが，フサーム検地によって10，000　dirham以

下に限定されたわけである。このjund（pl．　ajnad）とは，上の文章に続いて「amir

に仕える3とあるので，アミールの都下の兵士であることがわかるが，さらに次の無u舞m

の記事から，それは非マムルーク騎士（ajnad　a1噸alqa）であることが知られる。ま

たこの記事は，SutUkとは異なった数字を記しているので引用してみよう。　「ajnad

a恥alqaについて言えば，彼らの状態はa1－Malik　a1－Man§電QalawUn時代以来低

下していた。すなわち，iqta‘の‘ibraの最少，つまりそのmutaba§sllの最少は

10，00e　dirhamであり，その最高は30，　OOO　dirhamであったが，このrawkにおい

て，iq£a‘の最大のものが20，000　dirham以下と定められた。このために兵士の収入

（rizq　al－ajnad）は減少した。」53）つまりフサーム検地以前の非マムルーク騎士のイク

ター収入は，SulUkでは20，000　dirham以下であるとされているのに博して，　Nu緯m

では10，　OOO　dirhamから30，000　dirhamの間にあり，検地後に20，000　dirham以

下に限定されたとされる。そこでこの爾史料の正否を決めなけれぽならないが，そのた

めに，715年のナースィル検地以前における軍人のイクター収入についてまとめた次の

イブラ表を検討することにしたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（dinar　jayshi）

iOO生長

40人長

10人長

muqaddam　al－halqa
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　　al頭αa恥alqa　　　　　　　　　25◎以上5‘）

　この表によれぽ，非マムルーク騎士団長（muqaddam　al一阜a1qa）のイクター収入は

1，50σdinar　jayshi以下，すなわち約15，　OOO　dirham以下であり55），非マムルーク騎

士のイクター収入は250　dlnar　jayshi（・＝2，50◎dirham）以上である。つまり非マムル

ーク騎士内部にも各段階があり，そのイクター収入は　2，500dirhamから　15，000

dirhamの間を上下していたと考えられる。それはともかく，その値が15，　000　dirham

以下であることに注意したい。非マムルーーク騎士団長のイクター収入hS　i5，000　dirham

以下であれぽ，それより下位の非マムルーク騎士のイクター収入が，Nujimの記事が

伝えるように，20，000dirhamを最高とするとは考え難い。イブラ表の値については，

Khi‡a‡，耳usn，§u臨等の史料が一致しているので，その値は確かなものと思われる。

それで結局，フサーム検地後の非マムルーク騎士のイクター収入は10，000　dirham以

下に限定されたとするSulitkの記事が正しく，　Nujamの記事は誤りであることが分

る。従ってSulitkによれば，フサーム検地前後で非マムルーク騎士のイクター収入は，

その最高が20，000　dirhamから10，000　dirhamへと半減したわけである。

　‘AIHbrahi瓢耳asanは典拠を示さず「スルタンQalawifn時代の1つのイクター

の収入（mutabas＄ii）は，小さいイクターの10，　000　dirhamから大きいイクターの

30，000dirha！nの間を変化していた。フサーム検地後は最大のイク物心の収入は20，000

dirhamになったj56）と述べているが”おそらくこれは，ここで誤りであるとしたNujitm

の記事によったのであろう。D．　Ayalonも同じく典拠を明示せず，「フサーム検雨後の

jund　al・一コ口lqaのイクター収入はそれぞれ5，000・dirhamおよび20，000・dirhamであ

る」57）と述べているが，これが上に引いたSulakの記事にもNujftmの記事にも合致

しないことは明らかである。しかもこの問題にかんして，他に信頼すべき新しい史料が

あるとは考えられない。

　ともがく，このフサーム検地の結果，イクター保有者摺としての非Vムルーク騎士殴

の地位は一段と低下したわけであり，さらにナースィル検地を経て，彼らは政治的・社

会的にその重要性を次第に喪失してゆくのである。このような非マムルーク騎馬繊の動

向についてはすでにD，Ayalonの磁力が発表されているので58），詳細はそれに譲り，

ここではこれ以上触れないでおきたい。

　以上のことから，非マムルーーク騎士に授与されたmlthalの内容の概略とその分配の

結果は推察出来たが，彼らと同様mith旬の内容に不満を抱いていたアミールのイクタ

ー収入の変化を示す史料はなく，イブラ表によってそれぞれの位のアミールのイクター
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収入Cibra）を知ることが出来るだけである。しかし，彼らは1つの財源になつ・てい

た保護権（himaya）を剥奪されたうえ，期待通りのイクターを授与されなかったこと

は確かである。しかも，政府によって尊im的aを否定されたいということは単にアミ

ールの経済的な収入の減少を意味しただけではなく，それはまたアミールが，多くの

bimayaの集中によって，イクター保有瀟としての政治権力を拡大しようとする道：を

も，勢家権力によって否定されたことを意味していたのである。従って，この検地によ

るスル義膜の轍（エジブ・鉦の一網から葺）から知ら泌ように・その分野

が大乗に増大したスルタンpi，，yl，gのマム・レークは別とし”c，アミールを中心とする軍人㊧

政府に対する不軌の念は，一時に表面化したのである。しかも，検地の最高責任者で

あった翻スルタンのMankUtimurが，自らの特権を利卑して広大なイクターを獲得

したということが59），致府に対する彼らの反感をさらに強めたのであった。かくして，

698年4月，スルタン恥sam　と　Manktttinurは，　ダマスクスの代官（na’ib

Dimashq）であるアミールのQibjaq，およびブルジー・マムルーク軍の司令官＠uqad－

dam　al－mamallk　al－b’浮窒鰍撃凾＝jであるSayf　al－Din　Kurjiらを中心とする軍人によ

って殺害されたのであるe。）。この暗殺事件の詳細は本論の主題から外れるので，ここで

は省略するが，ただこの購件には，「彼ら（階殺計顧者）はスルタンの殺害について意

見が一致した。彼らはamlr，　a1－mamalik　al－man＄ariya，およびal－mamalik　al－

ashrafiyaSDの間を奔走し始め，これらの人々が彼らに同意するようになった」62）とあ

るように，以前のスルタンが創設したマムルーク軍が参加していることに注意したい。す

なわち，特定のスルタンによって創設されたa1－mam浸hk　al・ma難頭riya，　a1．mam21ik

・al－ashrafiyaのようなマムルーク軍は，そのスルタンの死後も軍事集団として残存し

たのであり，巌時のスルタンは彼らを無視して統一政権を確立・維持すること．は毘来な

くなっていたのである。713年にはじまる次のナースィル検地では，これらのマム／y　一

ク軍をいかにしてイクタ一調の中に位置づけるかということが穀大の胴題であ．つた。．

む す び

　以上述べてきたところを要約してむすびにかえることにしたいQフサーム検地を施行

するに当って，政府は2つの問題に嶺強していた。1つは，マムルーク朝野家の基礎で

あるイクター翻と根矛盾する性格を持つに至った，アミールと兵士との間の保護関係を

廃止することであり，他の1つはマムルークをスルタン権力の藏接的基盤にしよう・と
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することであった。これを解決するために，政府は全国的な検地を施行して，マムルー

クのためのイクターを確保：し，敬めて魯軍人に対してイクターを授与したのであった。

しかし，巌押した2つの課題の内容から明㍗ヵ・なように，それらを同時に解決するため

には，大幡なイクター数の増大が必要であった。ところが，非合法的に私有地，あるい

はワクフとされていた土地を没収し，また従来のイクターの税収高を土地測鐙によって

確定するというフサーム検地の方法では，この要求は十分に満たされなかったのであ

る。この結果がマムルーク以外の軍人に対するイクターの縮少であり，そのためにスル

タン耳usamは隣殺され，検地は結局失敗に終ったのである。従って，次のナースィ

ル検地では，イクター内部における複雑な権力関係を整理し，地租（kkara3），人頭税

Gaw韻），現物質稚（4iyafa）徴収の権限をすべてイクター保有煮に帰属させるという，

税鰯改革を実施しなければならなかった。このナースィル検地の結果，マムルークによ

る支配体捌が確立することになるのであるが，それについてはまた稿を改めて論ずるこ

とにしたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（筆灘ま東京大学大学院学生）

　　駐

ユ）　A．N．1’olialc：Feudalism　in　Egypt，　Syria，　Palestine　and　the　Le｝）anon，1250～1900．

　　（London，1939年。以下，　Feudalismと略称）P．21～5参照。なお，これ以外にマムルー

　　ク朝の検地を扱ったものとして，嗣じくA．N．　Polial〈　：Le　Caracthre　Colonial　de　L’Etat

　　Mamelouk　dans　ses　Rapports　avec　La　Horde　d’OR（REI，　voL　IX．1935年）；Some

　　Notes　on　the　Feudal　System　of　the　Mam簸ks（JRAS，1937年）；‘Ali　Ibrah11n輩asan

　　「／ミフリー。マムルーク朝史研究」（Daras蚕t　f董Ta’rikh　al－mamalik　a1－Bahri，　MiSr，　1948

　　年）；D．Ayalon：Studies　on　the　Structure　of　the　Mam臓k　Army，　1一狙，（BSOAS，

　　玉953～54年）等があるが，それらはすべ検地の概説的記述に細まり，PoliakのFeudalism

　　の域を出るものではない0

2）　‘Ali王brahim輩asan前掲書p．332。

3）　Feudalism　p．22．　±Nuwayri，　X，th，　297；Sulttk，　1，　463；　1，　296；　NujUm，　Xira，　205；　IX，

　　316．

4）　マムルーク朝の軍隊はおよそ次のように編成されていた；

　　（i）スルタン鷹属のマムルーク軍（al－mamalilg　al・sul縣niya）

　　　　（a）現スルタンのマムルーク（mushtarawat，あるいはajlab）

　　　　｛b）他の主人（前スルタンあるいはamir）から現スルタンに仕えるようになった
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　　　　　　　　　　　　mamlttk

　　　　（ii）　アミール（100人長，40人長，10人長，5人長）とその配下のniamlitkおよび非マム

　　　　　　　　ルークの兵士

　　　　（iii）　非マムルーク騎士団（ajn2d　al－balqa）（D・Aya王on前掲論：文島P・451）・

5）　＄ubb，　IV，22～28，65；‘Ali　lbrahim翠asan前掲霧：P．238．

6）　Sulul〈，　1，　783；　IE，　241；Nuju－m，　Nee，　242．

7）　Sul“k，　1，　530．

8）　Sulak，　1，　446，　638－9；　g，111，　123，　129，　130－vl，　137rv8，　251，　289：NujUna，　IX，　182一一3，

　　　　191一”2．

9）　lbn　lyas，　1，　137．

10）　lbn　lyas，　“r，　486t－7．

il）　E．1，　vol．　IIE，　p．390一一1．

12）　Sulgl〈，　1，　844．

13）　StilUk，　1，　841N3．　cf．　Nujitm，　Neq，　91．

14）　Sul“ls，　II，219，223，300．

15）　Aba　al－Fida’，　IV，　39；　lbn　lytis，　1，　137；　Khitat，C．，　1，　21；　Nujtim，　X，ta，　90；Su16k，

　　　　1，　841．

16）　王bn　Kha｝dthn，　V，881；Zetterst6en，40，45；SulUk，　i［，王8～20；R．　Dozy二Supp16ment

　　　　’aux．磁ctionaires　arabes（Leyde，1881年）vol．1，p．348．マムール覇時代には，　iqL譲‘の

　　　　同義語としてkhubz（pL　akhbAz）あるいはmith滋（pl・mithalat）が用いられた（Feudalis鵜，

　　　　p．18）

17）’　lbn　lyfis，　1，　137　；’　KhiLat，　C．，　1，21；Suhik，　1，　841；Nujnm，　wn，　920；c£．　Feudalism，

　　　　p．28．

18）　FeLidhksm，　p．36．

19）　＄ubi），　ta，455．

20）　lbn　lyas，　1，　137．

21）Poliakによれば，‘ibraはdinar　layshUこよって表示されたイクターの税収入であり，前述

　　　　したmut助a恥曝は当時の流通貨幣の1つである．　d三rham銀貨によって蓑示されたイクター

　　　　収入である（Some　Kotes　on　the　Fe撫al　System　of　the　Maπnl櫨s，　P．99）。

22）　Nujitm，　W，　92N3．

23）　Feudalism，　p．25．

24）　　1（h麺aも　Cり　1，2斗．

25）　ib玉d。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　34　一．
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26）

27）

28）

29）

30）

31）

32）

33）

34）

35）

36）

37）

38）

39）

40）

・41）

42）

・43）

44）

1bn　ly2s，　1，　i37．

NujUm，　l／lft，　92．

Nujam，　Xzz，　93．

Sulgl〈，　1，　844，　856N9；Ibn　lyas，　1，　138．

この時，スルタン領に指定されたのは，Ghiza，1戯毎iya，　Iskandarlya，　Dimyfit，　ManfalOL，

Huww，　al－Kawm　al－A海mar，　Marj，　Haraja　Samatま，　Adf9，　Tafthの諸地方であった

（Sul“k，　1，　843一一4；Nuju－m，　IW，　94；Ibn　Khalclttn，　V，　881N2）．

A．N．　Paliakによれば，　rizaq（rizqaのpl．）はal－rizaq　al－jayshiya（軍事酌なrizaq）と

a1－rizaq　al－allb2siya（宗教酌なrizaq）の2種に分類され，前春は軍事的能力のないa蒲r，

政治的理由から追放されたamir，およびamirやal－halqa（非マムルーク騎士）の妻，寡

婦，孤児等に与えられた土地である。また後看は宗教的機関あるいは賢考に対して与えられ

た土地である（Feudalism，　P．32～4）。　al－rizaq　al－a類聴siyaについては，3年毎に税務調

査が行われ，その土地が耕作地である場倉には，その1／2が．waqfとして所有奮の｝豊油に

なり．，残りの1／2に関しては，政府窟吏によって小作人（muzari‘）から3年分のkharaj

としてfad醸n駆り100　d三rhamが徴1賦された　（SulUk，豆，473～4）。一方，　al－rizaq　al－

jayshiyaについては，その性格から考えて政府宮前による徴税はなされなかったと推察され

る◎しかし，爾潜はともにrizaqと略称されることがしぼしばあり，実際にはその区別は困

難な場合が多いQ

Feudalism，　p．6，20～1；，Ali　Ibr設him耳asan前掲書p．332；cf．　Sul面k，1，672～3．

sulak，　g，　22．

Sulak，　ff，　128．

Sulak，　1，　875一一6．

Feudalism，　p．25；cf．　A．　N．　Poliak：Le　f60dalit6　islamique（REI．一10，1936年）p．258

n－9．

Sulitk，　1，　875t－6．

Sulttk，　ll，　97．

Khi1at，　C．，　1　，　21．

Su王丘k，　1，864～5．

Su！Uk，　1，　864．

Suluk，　1，　852．

SulUk，　1，　844t－6．

K：hitat，　C，王，2玉．なお，フサーム検地の結果を述べたSu1肱の記事にも「数多くのiq頃‘

がアミールの手中にあったので，彼（Uusam）はそれらをもとの所有者に庚した」．とある（1．，

一・ R5　一
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　　　864）

45）　Khitat，　B．，　1，　141．

46）　cf．　Feudalism，　p．30．一vl．

47）　Su！“lc，　1，　845t－6．　cf．　Nuju－m，　N’va，　9“，

48）　，．Sg．1itk，，　1，．844t－5．．

49）　‘A！i．鶏r巨hiip耳asan前掲書p．334．

50）　Suluk，　1，　845．v6．

51）　Nu麺槌，鞭，94．

52）　＄ultik，．　1，　846．

53）　Nujinn，　XiM，　94一・5．

54）　これほKhitat，　B．，　Iil，139～140；翠u＄n，　II，83；5ubl］，至S「，50～圭に記された数宇をまと

　　　めて表記したものであるが，A・　NT・P・li・kのS・m・N・t・…；th・F・u・1・王Sy・t・甲・f肋

　　　Mam1嚢ks（jRAS，1937年）p．103には，すでに次のナースィル検地後のイブラ表と合わせ

　　．て・こ1細岡じ衷が俘成されている。そこでは・10脚長9）「7・000以下」は誤りで・「9・OOOLI

　　　刊が正い・とある・．9kP・1i・k嗣じ激で・このイブラ灘マム・レーク朝鍛の状態

　　　を示したものであると述べているが（P・101）・ナースEル検地後のイブラ表（Khitat，　B・・

　　　羅，143～4）と比較すれば，総体酌にここに表示したイブラ表のがが値が高い。マムルーク以

　　　外の下野のイクター収入は，次第に瀞賦される傾向にあるというマムルーク朝のイクター斜

　　　の状況を考慮すれば，このイブラ表は，ナー7・　6ル検地以前のイクター収入を示すものと考

　　　えてよいであろう。

55）　この当時1din激jayshiは承勺10　ditham（Khi≒aもB．，頚，143～4）．

56）　‘All　Ibr激im　Hasan賓弩掲書p．334．

，57）St・di・・．・ゆ・St・’u・t・F・・f：．th・M・m1μk　A・甲y・．．頁（BSOAS・195串欝つP・452・．

58）　ibid．，　t‘The￥alqa，，の項参照。

59）Sulitk・1・844には「na’ibのMankUtimurに対して，広大なi！1嬢‘・Bana　H．gpaqy「．㊧

　　　牧草地とその周辺の早々，Samhadとその周辺の村々，翠arala　Qtts・今dfaの町・．及びζ．れ

　　　らの地区にある水車（dalib）が分与された◎その貌収高は穀物で110，000　ardabbを輝えてヤ｝

　　　た」とあるQ

60）　Ibn　Iyas，　夏，138；Sulak，　1，855～6，859；　Khitat，　C．，　I121；　ttujam，、猛，95；　1今｝ri

　　　Ibrahlm　Hasan前掲書P・334～5・　　　　　　　　　田．、　　．．．．．．．憾

61）　al－mamalik　a1・manSttriyaを創設したスルタンは不明であるが，　a．1－mamalik　al：q6h「aC，iy，a

　　　はスルタ／a17Ashraf，．琴hali1（在位：6．89・一693・　・＃）の翻設したアみ膨「．ク軍である．o．＝．．；．

．q．2）　Sultik，　1．，　S56．・．

ww@．36　”


